
自治体職員として働くうえで必要な行政法に関する基礎的な解釈や運用について、事例や判例を基

に知識や考え方を深めます。

昭和59年3月　　同志社大学　法学部　法律学科　卒業
昭和59年4月　　三重県四日市市役所　入庁
平成26年4月　　同志社大学法科大学院　嘱託講師
平成29年4月　　三重県四日市市役所　会計管理者
平成30年4月～　現職
令和6年4月　　 立教大学大学大学院　兼任講師
　大学では、行政法、地方自治法を研究。特に私人による行政活動、住民訴訟及び情報公開を中心に研
究し、研究業績として多数の著書を出版している。

「行政法」という法律はありません。一般法

規から特別法規まで、あらゆる行政に通じる法

律、それが「行政法」です。

この研修では、数多くの事例や判例を用いな

がら、行政法の解釈や運用についての基礎的な

理解を深め、職務遂行能力の向上を図ります。

主に行政行為や行政手続き、情報公開などの

業務に携わる職員にお勧めです。

令和７年度　専門研修　法務・政策研修　≪交流研修：宮城県市町村職員研修所主催≫

～　判例から学ぶ行政法入門　～

目目的的

内内容容 準準備備物物

行政法 【松村 享】 自治六法（最新版のもの）

○  行政法とは

○

○  国家賠償制度

講師の松村享先生からご推薦いただきました。

 適正な行政手続

○  情報公開制度

○  個人情報保護法

○  行政上の強制

○  行政不服申立て

○  行政事件訴訟法

推推薦薦図図書書

研研修修PPRR
○  行政活動の主体と組織

○  行政処分

日 程：令和8年1月27日(火)～1月28日(水)

定員数

・『新版　地方公務員のための法律入門』
　　松村 享／著（ナカニシヤ出版）

対象者：市町村長等の推薦、希望職員

・『自治体職員のための判例の読み方・活か
　　し方』　松村 享／著（第一法規）

対対象象・・日日程程等等

タタイイムムススケケジジュューールル

：３６人（うち宮城県職員７人）

・『日々の仕事とつなげて理解する行政法
－適正な対応を求められる自治体職員のために
－』　松村 享／著（第一法規）

場 所：東北自治総合研修センター

受付時間：午前８時５０分～９時２０分
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・判例や講師の公務員時代の実体験を踏まえての講義だったので、具体的にイメージがしやすかった。他自治体での制度の

利用例、取り扱いの違いなど参考になった。

・行政処分や開示請求など、どの部署にいても必要となる知識であるため、受講出来て非常に有意義であった。
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・ 判例や講師の公務員時代の実体験を 踏ま えての講義だっ たので、 具体的にイ メ ージがし やすかっ た。 他自治体での制度の

　 利用例、 取り 扱いの違いなど 参考になっ た。

・ 行政処分や開示請求など 、 ど の部署にいても 必要と なる 知識である ため、 受講出来て非常に有意義だっ た。

　 — 適正な対応を求めら れる 自治体職員のため
　 に―』　 村松 亨／著（ 第一法規）

行政処分


